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議案第２７号 

   唐津市教職員宿舎管理規則の一部を改正する規則制定について 

 唐津市教職員宿舎管理規則の一部を改正する規則を別紙のように制定するものと

する。 

  令和６年６月２７日 提出 

唐津市教育委員会     

教育長 栗 原 宣 康     

 

 

提案理由  鳥巣地区１号宿舎及び鳥巣地区２号宿舎の用途廃止並びに神集島地区

宿舎、天川地区宿舎、広川地区宿舎、瀬戸木場地区宿舎、向島地区１号

宿舎、向島地区２号宿舎、入野地区新宿舎、新入野地区宿舎及び馬渡島

地区丙号宿舎（西郷住宅西棟）の利用を停止することなどに伴い改正す

るものである。 
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規 則 案 の 概 要 

 

１ 規則案の題名 

  唐津市教職員宿舎管理規則の一部を改正する規則 

 

２ 改正理由 

 (1) 唐津市教職員宿舎鳥巣地区１号宿舎及び鳥巣地区２号宿舎について、令和５

年７月の豪雨災害により被災した浜玉町鳥巣地区の避難者から、売り払いによ

り引き続き居住したいとの申し出があったため、教育財産としての用途廃止を

行うことにより改正するもの 

  (2) 近年の入居者実績がない神集島地区宿舎、天川地区宿舎、広川地区宿舎、瀬

戸木場地区宿舎、向島地区 1 号宿舎、向島地区２号宿舎、入野地区新宿舎、新

入野地区宿舎、馬渡島地区丙号宿舎（西郷住宅西棟）について、今後も利用見

込みがないことから、利用を停止するため改正するもの 

 (3) 特例により押印の義務付けを廃止していた手続について、様式を改正するも

の 

 

３ 改正内容 

 (1) 別表中の神集島地区宿舎、鳥巣地区１号宿舎、鳥巣地区２号宿舎、天川地区

宿舎、広川地区宿舎、瀬戸木場地区宿舎、向島地区 1 号宿舎、向島地区２号宿

舎、入野地区新宿舎、新入野地区宿舎、馬渡島地区丙号宿舎（西郷住宅西棟）

に係る規定を削る。 

 (2) 第１号様式、第３号様式及び第４号様式中「 」を削る。 

 

４ 施行期日 

  令和６年８月１日から施行する。 
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唐津市教育委員会規則第  号 

唐津市教職員宿舎管理規則の一部を改正する規則 

唐津市教職員宿舎管理規則（平成２１年教育委員会規則第７号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 別表を次のように改める。 

名称 位置 種別 月額入居料 

向島地区３号宿舎 唐津市肥前町向島１９３番地

１、１９３番地２ 

世帯用 ７，６００円 

単身用 ３，７００円 

馬渡島地区甲号宿舎

（原目住宅１号棟～

３号棟） 

唐津市鎮西町馬渡島１１８７

番地、１１９３番地 

世帯用 １２，８００円 

馬渡島地区甲号宿舎

（原目住宅４号棟～

５号棟） 

唐津市鎮西町馬渡島１１８７

番地 

世帯用 １７，４００円 

馬渡島地区丙号宿舎

（西郷住宅東棟） 

唐津市鎮西町馬渡島２１４７

番地３ 

単身用 ２，９００円 

新馬渡地区宿舎 唐津市鎮西町馬渡島１１８７

番地 

単身用 １２，８００円 

加唐島地区甲号宿舎 唐津市鎮西町加唐島１７２番

地、１７３番地 

世帯用 ９，８００円 

加唐島地区丙号宿舎 単身用 ２，９００円 

新加唐島地区宿舎 単身用 １２，８００円 

松島地区乙号宿舎 唐津市鎮西町松島３４８７番

地１ 

世帯用 ５，１００円 

松島地区丙号宿舎 単身用 ２，７００円 

小川島地区宿舎（南

宿舎） 

唐津市呼子町小川島４９２番

地 

世帯用 ７，２００円 

単身用 ２，４００円 

小川島地区宿舎（北

宿舎） 

唐津市呼子町小川島８８８番

地 

世帯用 ７，２００円 

単身用 ２，４００円 

－ 3 －



 第１号様式、第３号様式及び第４号様式中「 」を削る。 

   附 則 

 この規則は、令和６年８月１日から施行する。 
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議案第２７号参考資料 

唐津市教職員宿舎管理規則の一部改正新旧対照表 

改      正      案 現             行 

別表（第３条関係） 

名称 位置 種別 月額入居科 

向島地区３号宿舎 唐津市肥前町向島１９３番地

１、１９３番地２ 

世帯用 ７，６００円 

単身用 ３，７００円 

馬渡島地区甲号宿舎

（原目住宅１号棟～

３号棟） 

唐津市鎮西町馬渡島１１８７

番地、１１９３番地 

世帯用 １２，８００円 

馬渡島地区甲号宿舎

（原目住宅４号棟～

５号棟） 

唐津市鎮西町馬渡島１１８７

番地 

世帯用 １７，４００円 

馬渡島地区丙号宿舎

（西郷住宅東棟） 

唐津市鎮西町馬渡島２２４７

番地３ 

単身用 ２，９００円 

新馬渡地区宿舎 唐津市鎮西町馬渡島１１８７

番地 

単身用 １２，８００円 

加唐島地区甲号宿舎 唐津市鎮西町加唐島１７２番

地、１７３番地 

世帯用 ９，８００円 

加唐島地区丙号宿舎 単身用 ２，９００円 

新加唐島地区宿舎 単身用 １２，８００円 

松島地区乙号宿舎 唐津市鎮西町松島３４８７番

地１ 

世帯用 ５，１００円 

松島地区丙号宿舎 単身用 ２，７００円 

小川島地区宿舎（南 唐津市呼子町小川島４９２番 世帯用 ７，２００円 

別表（第３条関係） 

名称 位置 種別 月額入居科 

神集島地区宿舎 唐津市神集島１３１１番地６ 世帯用 ７，１００円 

単身用 ２，２００円 

鳥巣地区１号宿舎 唐津市浜玉町鳥巣９２２番地

１ 

世帯用 １５，３００円 

鳥巣地区２号宿舎 単身用 ４，３００円 

天川地区宿舎 唐津市厳木町天川１７７３番

地２ 

世帯用 １８，５００円 

広川地区宿舎 唐津市厳木町広川３６２番地

１ 

世帯用 １３，２００円 

瀬戸木場地区宿舎 唐津市厳木町瀬戸木場５１番

地２３ 

世帯用 １０，０００円 

向島地区１号宿舎 唐津市肥前町向島１５６番地

１ 

世帯用 ３，９００円 

単身用 １，７００円 

向島地区２号宿舎 唐津市肥前町向島１９３番地

１ 

世帯用 ９，０００円 

単身用 ５，５００円 

向島地区３号宿舎 唐津市肥前町向島１９３番地

１、１９３番地２ 

世帯用 ７，６００円 

単身用 ３，７００円 

入野地区新宿舎 唐津市肥前町入野甲２０５４

番地３ 

単身用 １，０００円 

新入野地区宿舎 世帯用 ２５，０００円 
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宿舎） 地 単身用 ２，４００円 

小川島地区宿舎（北

宿舎） 

唐津市呼子町小川島８８８番

地 

世帯用 ７，２００円 

単身用 ２，４００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

馬渡島地区甲号宿舎

（原目住宅１号棟～

３号棟） 

唐津市鎮西町馬渡島１１８７

番地 

世帯用 １２，８００円 

馬渡島地区甲号宿舎

（原目住宅４号棟～

５号棟） 

世帯用 １７，４００円 

馬渡島地区丙号宿舎

（西郷住宅東棟） 

唐津市鎮西町馬渡島３４番地

１ 、 ２ ２ ４ ７ 番 地 ３ 、   

２１４７番地３ 

単身用 ２，９００円 

馬渡島地区丙号宿舎

（西郷住宅西棟） 

単身用 ２，９００円 

新馬渡地区宿舎 唐津市鎮西町馬渡島１１８７

番地 

単身用 １２，８００円 

加唐島地区甲号宿舎 唐津市鎮西町加唐島１７２番

地、１７３番地 

世帯用 ９，８００円 

加唐島地区丙号宿舎 単身用 ２，９００円 

新加唐島地区宿舎 単身用 １２，８００円 

松島地区乙号宿舎 唐津市鎮西町松島３４８７番

地１ 

世帯用 ５，１００円 

松島地区丙号宿舎 単身用 ２，７００円 

小川島地区宿舎（南

宿舎） 

唐津市呼子町小川島４９２番

地 

世帯用 ７，２００円 

単身用 ２，４００円 

小川島地区宿舎（北

宿舎） 

唐津市呼子町小川島８８８番

地 

世帯用 ７，２００円 

単身用 ２，４００円 
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第１号様式（第６条関係） 

      年  月  日 

教職員宿舎入居申込書 

 

唐津市教育委員会教育長  様 

(申請者) 住 所                

氏 名                

年  月  日 生  

  

次のとおり教職員宿舎に入居したいので申し込みます。 

 

１ 入居申請理由 

 

 ２ 教職員宿舎 

宿 舎 名 部屋番号 入 居 希 望 日 

       年  月  日 

同 居 者 

氏  名 生年月日 年齢 性別 
本人と

の続柄 
職業 摘要 

              

              

              

              

３ その他参考事項 

 

第１号様式（第６条関係） 

      年  月  日 

教職員宿舎入居申込書 

 

唐津市教育委員会教育長  様 

(申請者) 住 所                

氏 名             ○印  

年  月  日 生  

  

次のとおり教職員宿舎に入居したいので申し込みます。 

 

１ 入居申請理由 

 

 ２ 教職員宿舎 

宿 舎 名 部屋番号 入 居 希 望 日 

       年  月  日 

同 居 者 

氏  名 生年月日 年齢 性別 
本人と

の続柄 
職業 摘要 

              

              

              

              

３ その他参考事項 
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第３号様式（第８条関係） 

教職員宿舎入居届 

 

唐津市教育委員会教育長  様 

 

   年  月  日 

 

             （申請者）住  所 

氏  名              

 

私は、次の教職員宿舎に    年  月  日に入居したのでその旨を届け

出ます。 

 

宿舎名 部屋番号 所在地 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３号様式（第８条関係） 

教職員宿舎入居届 

 

唐津市教育委員会教育長  様 

 

   年  月  日 

 

             （申請者）住  所 

氏  名            ○印  

 

私は、次の教職員宿舎に    年  月  日に入居したのでその旨を届け

出ます。 

 

宿舎名 部屋番号 所在地 
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第４号様式（第１２条関係） 

                             年  月  日 

教職員宿舎退去届書 

 

唐津市教育委員会教育長  様 

 

   （退去者）職  別 

       氏  名             

 

次の教職員宿舎から退去するので届け出ます。 

 

１ 宿舎 

宿   舎   名 部屋号数 所    在    地 

      

２ 退去理由 

  

３ 退去・駐車場明け渡し年月日 

       年  月  日 

 

４ 引継希望年月日 

       年  月  日 

 

５ その他参考事項 

 

第４号様式（第１２条関係） 

                             年  月  日 

教職員宿舎退去届書 

 

唐津市教育委員会教育長  様 

 

   （退去者）職  別 

       氏  名           ○印  

 

次の教職員宿舎から退去するので届け出ます。 

 

１ 宿舎 

宿   舎   名 部屋号数 所    在    地 

      

２ 退去理由 

  

３ 退去・駐車場明け渡し年月日 

       年  月  日 

 

４ 引継希望年月日 

       年  月  日 

 

５ その他参考事項 
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議案第２８号 

   鳥巣地区１号宿舎及び鳥巣地区２号宿舎の用途廃止について 

 鳥巣地区１号宿舎及び鳥巣地区２号宿舎について、教育財産としての用途を廃止

するものとする。 

 令和６年６月２７日 提出 

                     唐津市教育委員会 

                      教育長 栗 原 宣 康     

    

 

提案理由  令和６年５月の定例教育委員会にて協議の上、承認を得たため、教育

財産としての用途を廃止し、財務部公共施設再編・資産活用課へ管理替

するものである。 
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鳥巣地区１号宿舎及び鳥巣地区２号宿舎の用途廃止について 

 

１ 概要 

令和５年７月豪雨により被災した浜玉町鳥巣地区の避難者へ貸与している鳥巣

地区教職員宿舎及びその用地について、当該人より買い取りたいとの申し出があ

ったことから、当該宿舎及びその用地について、用途廃止しても管理上、支障が

ないと判断し、令和６年５月の定例教育委員会にて協議の上、承認を得たため、

用途廃止を行うものである。 

 

２ 用途廃止する土地・建物 

土地：教育財産 唐津市浜玉町鳥巣９２２番１  宅地 ２９８．５７㎡ 

建物：昭和６３年建築 木造２階建１棟２戸 

① 鳥巣地区１号宿舎（世帯用） ８３．５９㎡ 

② 鳥巣地区２号宿舎（単身用） ５０．５１㎡   計１３４．１０㎡ 

 

３ その他 

用途廃止後は公共施設再編・資産活用課に管理替を行い、売買契約手続につい

ては、当該課にて行う。 
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旧平原小学校鳥巣分校

鳥巣集会所

鳥巣地区１号宿舎
鳥巣地区２号宿舎

鳥巣地区１号宿舎及び鳥巣地区２号宿舎　位置図
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